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要　　約

　日本では，既婚女性の過半数が就労するようになるが，夫の家事・育児の分担量はそ

れほど増えず，妻は家事と仕事の二重負担を強いられ，夫と妻の間の不平等が明白に

なっている。本研究の目的は，日本における不平等な夫婦関係や権力の不均衡がどのよ

うに維持されているのかを明らかにすることにある。本稿では，日本とスウェーデンの

家事分担とお金をめぐる夫婦間の権力関係を，コムターの「隠された権力」という視点

から交渉プロセスに焦点をあて，妻の就労形態の違いを考慮しながら，実証的データを

もとに分析した。日本では，家事のやり方での影響力や生活費の裁量権ては夫よりも妻

の方が強いが，家事分担や自由なお金に関する交渉過程での妻の権力は弱い。夫婦の権

力関係は，夫と妻の資源の差異だけで決定されるものではなく，全体社会の男性支配構

造と密接に関連している。夫婦間の不平等な状況は，ジェンダー規範に基づく不可視的

パワーの作用によって受け入れられ維持されている。夫の妻への身体的暴力およびその

脅しは，離婚が難しい状況と相まって，夫に妻よりも大きな権力を与える根拠となって

いる。

キーワード：夫婦の権力， 夫婦関係，隠された権力，日本，スウェーデン
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1。本研究の位置づけ

　夫婦の権力関係の研究動向

　欧米での夫婦の権力関係の研究では長年，第一に夫婦間の権力をどのように操作可能なように

概念化して測定するか，第二に夫婦の権力関係にはどのような要因が影響しているか，といった

テーマが重要な課題とされてきた。

　第一のテーマに関しては，近年，意思決定に焦点を当てた権力測定方法の限界性が指摘され，

意思決定権よりも交渉のプロセスや権力のメカニズムに関心が移されている。夫唱婦随的規範が

支配する社会から，夫婦対等の規範が支持される近代社会になると，一方の配偶者が独断で決め

るよりも，夫婦で話し合って決める傾向が強くなる。 R. 0.ブラッドとD. M.ウルフ（BIood＆

Wolfe 1960）のいう一致タイプの平等カップルが多くなり，一見，夫婦が平等な関係であるか

のような幻想を人々に与える。しかしながら，全体社会の男性支配構造が女性を結婚生活におい

ても不利な立場に置いており，性別役割分業を前提として意思決定から夫婦の権力関係を分析す

るアプローチは，こうした現実を等閑視しているとして，フェミニズムの視点から鋭く批判され

る。夫婦の権力関係の研究では，次第に，夫婦が話し合って意思決定を行ったかということより

も，交渉プロセスに焦点が置かれるようになる。たとえば, R.E.クロムエルとD. H.オルソン

（Cromwell & Olson 1975）は，権力概念を権力基盤（power bases）,権力プロセス（power pro-

cesses）.権力所産（power outcomes）の三つの構成要素に分けることで，権力行使が固定的

なものよりダイナミックスなものであることを強調する。またJ.スキャンソニ（Scanzoni 1979）

は，交換理論を土台にして，「権力は取引や交渉の間で意図した結果を達成する能力」とバーゲ

ニング権力（bargaining-power）を定義し，交渉のプロセスにおいて，最小のコストで，相手

を妥協させ，自分の意図する結果を最大に取得できた者がより相対的により大きな権力をもつと

し，プロセスあるいはダイナミックスの視点から権力を研究しなければならと主張する。さらに

A.コムター（1989, 1991）は，権力を「他の人の情緒，態度，認識あるいは行動に意識的あるい

は無意識的に影響をおよぼす能力」（Komter 1989 p.192）と定義し, s.ルークス（Lukes 1974）

の3次元の権力の視点を導入して，権力行使のプロセスにおける隠された権力（hidden

power）に注目し，夫婦の間の平等がなぜ緩慢にしか変化しないのかを説明している。

　このように研究関心は権力の行使のプロセスに向けられるようになってきたが，権力をいか

に測定するかの課題が解決された訳ではない。 M. A.ストロースとC. L.ヨダニス（Straus &

Yodanis 1995）は，意思決定スケールは多くの批判に晒されてきたが，それに変わりうる有効

なより信頼できる他の権力測定方法はまだ見いだされていないと述べている。

　第二のテーマの夫婦の権力の相違を説明する理論には，多くの資源をもつ方がより大きな権力

をもつという資源論（B100d＆Wolfe 1960）,その社会の規範が夫婦の権力関係に影響するとい
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う規範論（Buric & Zecevic 1967）,資源論と規範論を統合した文化的文脈での資源論（Rodman

1972）などかおる。これらの説明理論の研究では，夫婦の権力関係の測定には意思決定スケール

が用いられ，意思決定における夫婦の権威（authority）と夫婦の資源（学歴，収入，職業的威

信など）や規範・価値意識との関連で分析されることが多かった。権力行使の交渉プロセスに研

究関心が向けられるようになると，夫婦がそれぞれの資源をどのように認識し価値づけるかとい

う「認識」「評価」の視点が重要視されてくる。交渉過程における資源の効果は，当事者がどの

ように資源を認識し価値づけるかによって違ってくるが，認識や価値づけには，当事者のイデオ

ロギーだけでなく選好性や夫婦関係へのコミットメントの程度がかかわる。また資源として経済

的資源だけでなく，専門的技術や経験，情報，愛情などさまざまなものが考慮される。さらに，

夫婦の権力の相違には全体社会でのジェンダー階層（gender stratification）が反映されるとい

うフェミニズムの視点が導入される。権力は複数の決定因子をもつとみなし，全体社会の構造レ

ベルから個人の選好・認識レベルまでを包括的に捉えた複数決定論が唱えられるようになる

（Straus & Yodanis 1995）。

　たとえば, R.L.ブルムバーグとM. T.コールマン（Blumberg & Coleman 1985）は，現代

アメリカの結婚内の権力のジェンダーバランスの予測モデルでは，妻の全体的経済力に影響する

ディスカウント要因として，マクロレベルでは①政治経済の高レベルの男性支配，②社会思想

（societal ideology）③出生コーホート，階層/民族効果，ミクロレベルでは①コミットメン

ト／最少利益の原則, ②魅力，③個人的イデオロギー, ④妻の収入の必要性の認識を揚げてい

る。

　なお欧米での夫婦の権力関係の実証研究では, 1980年代以来，夫婦の権力関係の不平等な配

分が結婚生活や配偶者に与える影響に焦点があてられるようになる。夫婦の権力の配分と結婚満

足度，精神的ストレス・葛砿家庭内暴力などとの関連性が多く調べられている。夫婦の権力関

係と結婚の満足度との関連では，「夫支配のカップルの方が結婚生活の満足度が高い」という報

告もあるが（Gray-Little 1982）,「夫婦間の権力の不平等が大きいほど，カップルの満足度は低

くなる」という反対の調査結果も出ている（Whisman & Jacobson 1990）。　しかし多くの調査

では，J.バーナード（Bernard 1972）の「夫により多くの権力かおる結果として，夫の方が妻

よりも結婚生活への満足度が高い」という仮説が支持されている（Straus & Yodanis 1995）。

　このように，欧米では夫婦の権力関係に関する研究が活発に行われてきているが，一方日本で

はあまり研究蓄積がない。そもそも日本では，夫婦関係を全体社会の男性支配構造と関連させて

支配一被支配の関係として「権力」を捉える視点が弱く，英語の“marital power" の用語も

「夫婦の勢力関係/勢力構造」と訳されてきた。

　しかも日本の夫婦の勢力関係の研究は，ブラッドとウルフの研究（1960）の影響を強く受け，

意思決定権にもとずく勢力関係パターンの分類に九点が置かれ，権力関係を規定する要因分析で

は，主に意思決定パターンと妻の就労の有無との関連で研究がされてきた（長津・細江・岡村
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1996）。

　日本の夫婦の勢力関係の特徴として，夫婦は互いの領域で，それぞれ優位な決定権をもつく自

律型〉の割合が著しく高いことが揚げられている（増田1965,小谷1979,熊谷1979）。日本で

は，長らく，男性は仕事，女性は家庭と生活領域が分けられ，夫の仕事への妻の口出しが戒めら

れるとともに，夫が台所に入ることにも，「ゴキブリ亭主」といった否定的評価が下されてきた。

こうした性別役割分業の構造の中で，夫婦はそれぞれの領域で，自ら意思決定を下し，現実の役

割遂行も行なってきた。この日本の特徴は，日本の性別役割分業の強さの反映と解釈されるとと

もに，「日本では，女性の社会的地位は低いが，“主婦”としての女性の地位は高い」と分析され

（Ueno 1987）,また一部では，他の先進諸外国と違った男女平等の方向性だと肯定的に評価され

たりしてきた。

　しかしながら，日常的な事柄には妻の勢力が強いが，重大事の決定では夫の勢力が強く，特に

妻が専業主婦である場合にその傾向が顕著にみられることが，これまでの実証研究でも報告され

ている（宮野1970,小川1980）。また，性別役割分業を前提としだ平等論”の議論は，　フェ

ミニズムの立場から批判される（布施1977,目黒1988）。　日本でも，既婚女性の過半数がパー

トを含め就労するようになるが，夫の家事・育児の分担量はそれほど増えず，妻は家事と仕事の

二重負担を強いられ，夫と妻の間の不平等は明白になっている。

　夫婦間の不平等，権力の不均衡がどのように維持されているのかを日本でも解明される必要が

ある。しかし日本では，全体社会の男性支配構造を視野に入れて，交渉プロセスに焦点をあてだ

夫婦の権力関係の実証的調査はほとんど行なわれていない。交渉プロセスに焦点をあてだ稀少論

文として片岡のものがある（片岡1997）。そこでは，妻の統制の大きさが交渉のプロセスで夫婦

のどちらがより妥協したかで測定され，選好（preference）という概念を入れたバーゲユング・

モデルが提示されているが，夫婦の選好の内容に影響を及ぼしている全体社会のジェンダー階層

性の問題は捨象されている。

　研究の目的と分析枠組み

　本研究の目的は，男女平等政策を積極的に導入しているスウェーデン社会と比較することで，

日本における不平等な夫婦関係や権力の不均衡がどのように維持されているのかを明らかにする

ことにある。本論文では，家事分担や家計組織を中心に，夫婦開の交渉プロセスに光をあて，日

本とスウェーデンの夫婦の権力関係の相違を捉え，さらに，こうした夫婦の権力関係の相違の背

景を考察する。

　本研究の分析枠組みの特徴は次の3点である。第一に，日本とスウェーデンの夫婦の権力関係

を捉えるために，夫婦間の交渉プロセスに焦点をあて，コムターのいう「隠された権力」という

視点から分析している。前述したように，権力研究では権力をいかに測定するかが大きな課題と

なっている。夫婦の権力関係を，誰が意思決定したか，夫婦のどちらの影響力が強いかといった

-

60－



善積，高橋：夫婦の権力関係の日本・スウェーデン比較研究

側面からでは十分に捉えることはできない。コムターは，プロセスとしての権力を把握するため

に，顕在的な対立をめぐって具体化される権力を明らかなパワー（manifest power）,対立が表

面化しないように対立を回避させるように裏面で作用する権力を潜在的パワー（latent power ），

対立それ自体を自覚・意識させないように働く権力を不可視的パワー（invisible power）の三

つに権力を概念的に分けている。　これらの権力は，主観的選好（subjective preference）の表

現として望まれる変化（desired change）－すなわち配偶者が状況を変化させることを望んで

いるかどうかーとコンフリクトの顕在性から操作的に区別される（Komter 1989）。不可視的パ

ワー＝隠された権力は，ジェンダー・イデオロギーによって形成され，配偶者間に明白なあるい

は潜在的な対立が存在しない時でも，結婚生活において行使されている。「隠された権力」とい

う視点を導入することで，夫婦の交互行為の背後に潜む権力関係のダイナミズムの洞察が可能と

なる（Tichenor 1999）。

　第二に，妻の就労形態の相違を分析枠組みに入れている。収入といった経済的資源が夫婦の権

力関係に影響を及ぼすことは，これまでの実証研究から指摘されており，日本の調査でも「妻の

就労は夫の勢力を弱め，夫婦間の勢力は平等化に貢献すること」（長津・細江・岡村　1996）と

いう知見が導き出されている。専業主婦は，スウェーデンではほとんど存在していないが，日本

では半数近くを占めている。従って，日本とスウェーデンの夫婦の権力関係を分析するには，妻

の就労形態を考慮して比較することが重要となっている。

　本研究では第三に，全体社会の構造レベルから個人の選好・認識レベルまでを包括的に捉える

複合決定論のアプローチを採用している。夫婦間の権力の不均衡の背景として，妻の就労形態を

考慮しなければならないが，夫婦の権力関係は経済的資源によってのみ決定される訳ではない。

V.J.ティチイノー（Tichenor 1999）は，収入や職業的地位が夫より妻の方が高いカップルでは，

資源論や交換理論のロジックは適応できず，夫婦の権力関係のバランスには収入や地位よりも

ジェンダー規範が密接に関わっていることを指摘している。本論文では，二国間の夫婦の権力関

係の相違の背景について，経済・家事サービス・身体的暴力などに関する資源だけでなく，ジェ

ンダー規範，さらに全体社会のシステムまでも射程に入れて分析する。

　スウェーデン調査と日本調査の概要

　本論文で主として用いるデータは，ヨーラン・アルネ氏とグリスティーン・ロマン氏が行なっ

た「スウェーデンの家庭における労働と経済調査「Arbete och ekonomi i sevenska famil」er）」

（以下「スウェーデン調査」と呼ぶ）と，我々が所属する日本・スウェーデン家族比較研究会が

実施した日本での（家庭生活と仕事に関する調査I）」の集計結果である。

　スウェーデンでは，性別役割分業が否定され，性別を問わずにすべての者に同等の権利・義

務・可能性を与えることが男女平等の基本と考えられ, 1970年以降，男性と同様な経済的自立

の機会を女性にも保障するためのさまざまな社会政策が導入されてきた。しかしながら，現実の

-
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社会や家庭において，こうした男女平等が達成されたとは言い難い。どのような要因が男女平等

の実現を阻んでいるのであろうか。実際には，経済資源と経済力が男女の間でどのように配分さ

れているのであろうか。　1995年にスウェーデン政府は，こうした問題意識のもとで『女性の権

力調査』という一大プロジェクトを立ち上げた。このプロジェクトは，「経済力と福祉国家」「組

織と権力」「経済システムと経済資源」「統計的考察一女性の経済力と経済資源」「家庭における

経済力」の五つの分野に分けられ，各分野ごとにプロジェクト・チームが結成され，総勢100名

以上の共同研究者によって進められた。アルネ氏を代表者とする「家庭における経済力」プロ

ジェクト・チームによって，家庭での権力関係の研究の一環として1996年に実施されたのが，

この「スウェーデン調査」である（高橋1998）。

　「スウェーデン調査」の対象者は, 25歳から60歳までの配偶者のいる（異性と婚姻中あるい

は同棲中）男女である。対象者のサンプリングは，同一世帯に住むカップルでなく，男女別々に

全国レベルで無作為抽出された（1,896名）。調査票は郵送され，有効回答者数は男性622名，女

性659名で，有効回答率は68％である（Ahrne＆Roman 1997）。

　これまでスウェーデンでは，男女平等については多くの研究かおるが，家庭における夫婦の権

力関係に焦点をあてだ実証的研究はほとんどない。また，家計の配分・組織については，イギリ

スなど英語圏では盛んに研究されているが，スウェーデンでは全国的規模のこうした調査は行わ

れてこなかった。「スウェーデン調査」は，家庭での男女の権力関係を多角的視点から捉えたも

ので，画期的な調査と社会的にも高く評価されている。

　一方，日本の「家庭生活と仕事に関する調査」（以下「日本調査」と呼ぶ）は, 1998年3月に

一般家庭を対象に実施されたものである。調査票は，「スウェーデン調査」とできるだけ比較可

能なようにデザインされている。調査対象者は法律婚の同居中の夫婦である。調査対象者として，

大阪府の北・東部の人口30万人以上の4市の選挙人名簿から年齢20歳～60歳未満の男性とそ

の妻を無作為抽出した。調査方法は郵送法により, 4,000組の夫婦にアンケートを発送し, 980

組の夫婦から有効な回答を得た（有効回答率24.5％）。今回の論文で分析対象とした夫婦は，三

世代同居などを除いた核家族世帯の862ケース（全有効数の88.0％）である（松田1999）。

　なお，妻の就労別の比較では，数人の少なかったカテゴリーを除き，日本では「専業主婦」

「パート就労」「常勤就労」の3カテゴリー，スウェーデンでは「パート就労」「常勤就労」の2

カテゴリーから分析を行なった2)。

2。家事分担と夫婦の権力関係

　性別役割分業意識と就労・家事分担の実態

　日本では，働く既婚女性が増加しているが，出産後に家庭に入る女性が多く, M字型就労パ

ターンはまだ維持されている。今回の調査でも，第一子出産後も働き続けた女性は15.2％にす
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ぎず，現在常勤職についている女性は11.4％,パート就労は34.5％,自営業（家族従業者を含

む）は6.2％であり，専業主婦の割合はスウェーデン調査ではわずか3％であるが，日本調査で

は46､1％と半数近くを占めている。

　日本では，近年，「男女共同参画型システムの形成」が行政の政策課題とされ，「男は仕事，女

は家事・育児」という性別役割分業のおり方が男女平等の観点から問い直されてきている。しか

しスウェーデン社会と違って日本では，家事・育児と仕事の両立はもっぱら「女性問題」とされ，

「男性問題」という視点に欠き，男性の家事・育児参加を積極的に進めるための政策はほとんど

取られず，性別役割分業規範はまだ強く維持されている。

　「家事の最終責任は誰か」という質問に対し，日本では「夫と妻が同じくらい」の回答は２割

（妻22.9％,夫19.8％）にすぎず，「主に妻」の回答が男女ともに多い（妻76.4％,夫78.8％）。

「生活費を稼ぐ最終責任は誰か」という質問では，圧倒的に「主に夫」の回答が多い（妻81.2％,

夫88.4％）。「子どもが小さいうちは母親は家にいるべきだ」という母性イデオロギーを測る設問

に対して，「賛成」（妻47.0％,夫58.9％）や「やや賛成」（妻38.8％,夫31.1％）が多く，反対

する人は少ない。

　しかし妻の性別役割分業意識は，常勤で現在働いているかどうかで違いがみられる。たとえば，

家事の最終責任について「主に妻」の回答割合が，「常勤」の妻では５割で，「パート」や「専業

主婦」の妻では８割と差がある。スウェーデンでも「主に妻」の回答割合は「常勤」（5.9％）と

「パート」（16.1％）で差はあるが，その差は少ない（「パート」でも「夫と妻が同じくらい」が

８割以上を占めている）。「子どもが小さいうちは母親は家にいるべきだ」という意見でも，「賛

成」と「やや賛成」を合計した賛成派の割合を比較すると，「専業主婦」の妻では93.2％にも

なっているが，「パート」では86.6％,「常勤」では52.1％と少ない。

　夫婦の間の家事分担の実態をみると，妻が常勤で就労している場合には夫の家事分担は幾分増

えるものの，それでも妻の方が圧倒的に多くの家事を担っている。調査では，買い物，料理，食

後の後かたづけ，洗濯，掃除，ごみ出しの６項目について，「常に私」「主に私」「同じぐらい」

「主に相手」「常に相手」「他の人」という項目を設けて質問した。表１は，女性の就労形態別に

表１　家事の分担一妻回答の「常に私」と「主に私」の合計（妻の就労別）　　　（％）

買い物 料　　理 食後かたずけ 洗　　濯 掃　　除 ごみだし

日　　　本

常　　勤 88.6 89.5 74.0 76.8 75.0 50.0

パート 95.3 97.9 94.1 98.3 95.2 78.0

専業主婦 96.4 99.0 97.2 98.0 94.4 75.9

就労別ｽﾞ'検定 ＊＊ ＊＊＊ ＊＊* ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊

スウェーデン

常　　勤 51.3 64.8 40.0 78.1 52.3 -

パー　ト 65.3 76.1 53,9 85.5 80.2 -

就労別χ^検定 ＊＊ ＊＊ ＊＊＊ -

*水冷＜.001　*･く.01　＊＜.05
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日本とスウェーデンを比較したもので，数値は女性回答の「常に私」と「主に私」の割合の合計

を表している。これをみると，妻の家事負担は「常勤」ではやや少なく，「パート」と「専業主

婦」では割合に差はない。妻の家事負担の割合を同じ就労形態でスウェーデンと比較すると，ほ

とんどの項目で日本の方がかなり多い。

　夫婦の間の家事分担の割合を，妻の年齢をコントロールした上で子どもの有無別でみても，統

計的に有意差は出てこない。スウェーデンでは，出産を契機にして夫婦間の家事分担の比率は大

きく変化するが（Ahme＆Roman 1997）,日本ではそうした変化はみられない。

　家事分担の交渉過程と権力

　前述したように，夫婦の権力研究では，夫婦の権力関係をどのように測定するかが大きな課題

として取り組まれてきた。「あなたと夫/妻では，どちらが影響力が大きいと感じますか」とい

う設問から夫婦の影響力をみると，「家事のやり方」では，スウェーデンでは「同じくらい」が

3割を占め，日本では「妻がとても大きい」66.4％,「妻がやや大きい」28.9％で，「同じくら

い」はわずか2.6％である。「誰がどの家事をするか」といった家事分担についての影響力でも，

スウェーデンでは「同じくらい」が5割以上を占めているが，日本では「妻がとても大きい」

53.7％,「妻がやや大きい」32.4％で，「同じくらい」は8.7％にすぎない。このデータからする

と，日本では妻の方が圧倒的に影響力をもっている。一見，日本の妻はスウェーデンの妻よりも

家事領域で権力を握っているようにみえる。しかし，コムターの権力論の視点から家事分担の交

渉プロセスを調べると，それは具体的な家事遂行レベルでの影響力にすぎないことが明らかにな

る。

　交渉過程での夫婦の権力関係を分析するために，まず，家事分担の変化への願望についての妻

の回答をみておこう。表2のように「夫がもう少し家事をしてくれればいいと思う」という質問

に対して，日本では「よくある」の回答割合の多い順位は，「常勤」，「パート」，「専業主婦」で

ある。スウェーデンでも「よくある」の割合は，「パート」よりも「常勤」の方が多い。「よくあ

る」「時々ある」を合わせた割合で日本とスウェーデンを比較すると，「常勤」では日本50.2％,

スウェーデン64.2％,「パート」では日本45.9％,スウェーデン70.5％と，スウェーデンの方が

日本よりも家事分担の変化の願望割合は多い。　もっとも，「よくある」の回答割合では，日本の

「常勤」（26.0％）の方が，スウェーデンの「常勤」（17.7％）よりも多い。

　次に，実際に家事分担の状況を変えるために積極的に夫に働きかけているのか，家事分担変更

への試みを「家事分担についての話し合いを夫にもちかける」（明らかなパワー）と，「家庭の円

満のために，家事分担に不満があっても，その不満を言わない」「夫に文句を言うのが面倒なの

で，妻が多くの家事をする」（潜在的パワー）の3項目からみる。表3は，就労別に平均値と，

家事分担の変化願望のある妻（「よくある」と「時々ある」の回答者）について，各項目につい

て「よくある／あてはまる」「時々ある／ややあてはまる」の回答割合を示したものである。
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表２　妻の家事分担に関する変化への願望と満足感　　　　　　　（％）

家事分担への変化願望 家事分担の満足感

よくある 時々ある とても満足
どちらかと

いえば満足

日　　　　本

全　　　　体 15.8 24.6 9,8 61.4

就労別 常　　勤 26.0 29.2 8.3 43.8

パート 16.8 29.1 7.7 58.2

専業主婦 12.5 20.9 12.7 68.0

χ'検定 ＊＊＊ ＊＊＊

スウェーデン

全　　　　体 15.6 50.2 18.8 42.5

就労別 常　　勤 17,7 46.5 21.1 41.1

パー　ト 11.4 59.1 15.5 42.3

χ^検定

･･･ ＜.001　･*く.01　･ ＜.05

注）質問項目のそれぞれの選択肢は,以下の通りである。

　　家事分担への変化願望：「よくある」「時々ある」「たまにある」「全くない」の４項目

　　家事分担の満足度：選択肢は，日本調査では「とても満足」「どちらかといえば満足」「どちらかと

　　　　　　　　　　　　　いえば不満」「とても不満」の四つ。

　　　　　　　　　　　　　スウェーデン調査では，これに「どちらともいえない」が加わり，選択肢は五つ。

表３　家事分担の交渉過程（妻の回答）

妻の交渉態度
就労別平均値(Mean) 就労別標準偏差(SD) 就労別

　Ｆ値
変化願望のある妻を
全体とした割合(％)

1.よくある／

　あてはまる

2.時々ある／や

　やあてはまる常勤 パート 専業主婦 常動 パート
専業主賠

a.家事分担についての話し合

　いを夫にもちかける

日　　本 3.13543.33333.4656 0.91330.7980 0.7316 7.5820“日　　本(N = 346) 5.2 20.2

スウェーデン2.66422.6134 - 1.00080.8578 - 0.3276 スウェーデン(N＝SIO) 11.9 54.8

b.家庭の円洽のために,家事分担に

　不満があっても，不満を言わない

日　　木 3.00002.96213.05631.02601.0532 1.0775 0.6644 日　　木(N ＝346) 19.4 28.6

スウXーデン3.02593.0206 - 1.08180.9709 - 0.0030 スウェーデン(N＝310) 12.0 31.4

c.夫に文句を言うのが而倒なの

　で,私がより多くの家事をする

日　　本 2.34382.24912.36990.98221.00701.0332 1.1976 日　　本(N ＝346) 34.6 39.0

スウェーデン2.76302.6373 - 1.04341.0622 - 1.6081 スウェーデン(N＝310) 18.4 42.7

夫　の　反　応
就労別平均値(Mean) 就労別標準偏差(SD) 就労別

　Ｆｲ直
妻全体の割合（％）

1.よくある／

　あてはまる

2.時々ある／や

　やあてはまる常勤 パート 専業主妬 常勤 パート 専菜且弓

d.私の説得で夫が家事をす

　るようになった

日　　本 2.83333.18623.34520.92530.86040.760115.5082“日　　木(N＝869) 3.1 16.3

スウェーデン3.24353.2953 - 0.87330.7845 - 0.4311 スウェーデン(N＝650) 2.8 17.7

e.夫は，家事分担を受け入れ

　ようとしない

日　　本 3.04212.68042.62090.97761.09121.0839 5.9210" 日　　木(N＝857) 20.7 18.3

スウェーデン3.54073.5233 - 0.79270.7574 - 0.0564 スウェーデン(N=652) 2.3 11.3

―･＜.001 ･･く.01 ･ ＜.05

注）選択肢の内容と得点：質問a,bは, 1点－よくある, 2点一時々ある, 3点－たまにある, 4点一全くない。

　　c, d,eは, 1点－あてはまる, 2点－ややあてはまる, 3点－あまりあてはまらない, 4点-一一全くあてはまらない。

　日本ではスウェーデンよりも，就労別の平均値でも，変化願望者での割合を比較しても，積極

的に「夫に話し合いをもちかける」割合が少ない。スウェーデンの妻の方が状況を変えようと夫

を説得する努力をしている。「家庭の円満のために，不満を言わない」や「夫に文句を言うのが

面倒なので，自分が多くの家事をする」といった割合は，スウェーデンよりも日本の方が多い。

家事分担での不満や葛藤を心の中に押し込めることを，スウェーデンの妻よりも日本の妻の方が

多くしている。

　妻の家事分担変更への試みに対して，夫はどのように対処しているのであろうか。「妻の説得
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で夫が家事をするようになった」の項目については，日本とスウェーデンであまり変わりない。

日本よりもスウェーデンの妻は，家事分担について夫に話し合いをもつ努力をしているが，妻の

説得効果という面では両国で変わりはない。ただし日本では妻の就労パターンで統計的有意差が

みられ，「常勤」の妻の場合が最も妻の説得効果があり，次は「パート」で，「専業主婦」の場合

は説得効果は弱い。「常勤」の妻の平均値を両国で比較すると，日本の方が妻の説得効果が有効

な場合が多い。夫の家事分担の拒否については，日本の方がスウェーデンよりも多い。「常勤」

の妻を比較しても，日本の方が夫の家事分担の拒否傾向が強い。

　意見が対立した時に，相手を自分の意見にどれほど従わすことができるかが，夫妻間の明らか

なパワー関係を測定する一つの指標となる。表４のように，家事分担で夫妻間で「意見が分かれ

る」頻度をみると，「全くない」が日本の妻の回答では56.5％を占めるが，スウェーデンは

28.7％にすぎず，家事分担での意見の対立はスウェーデンの方が多い。就労別で比較すると，

「意見が分かれる」ことが「全くない」割合は，日本の「常勤」では42.7％,「パート」54.0％,

「専業主婦」62.2％と，専業主婦の家族の方が意見の対立がやや少ないが，スウェーデンでは統

計的有意差はみられない。両国の「常勤」を比較しても，スウェーデンの方が意見の対立頻度が

高い。

　「家事分担で意見が分かれる」ことが「全くない」と回答したケースを除き，意見の対立の

「ある」ケースの「家事分担で対立した時，妻の意見が通る」頻度をみると，「よくある」と

「時々ある」の合計割合は，スウェーデンでは８割以上にのぼり，日本は３割にみたない。つま

り，スウェーデンの方が妻の意見が通っている。就労別にみると，「妻の意見が通ること」が

「よくある」と「時々ある」の回答合計は，日本では「常勤」32.7％,「パート」27.1％,「専業主

婦」25.0％で，「常勤」の方が妻の意見が通りやすい傾向に幾分あるが，スウェーデンでは統計

的有意差はみられない。両国の「常勤」を比較しても，スウェーデンの方が「妻の意見が通る」

頻度が高い。

表４　家事分担とお金での意見の対立（妻の回答）　　　　　　　　　　（％）

家事分担での対立 Ｎ よくある 時々ある たまにある 全くない 合計 就労別χ'検定

a.家事分担で意見が分かれる
日　　　　本 858 6.6 9.8 27.0 56.5 100.0

スウェーデン 651 5.8 29.2 36.3 28.7 100.0

b.家事分担のことで口げんかする 日　　　　本 858 2.7 5.7 22,4 69.2 100.0

c.家事分担で対立したとき，妻の意見が通る

　（a.の「全くない」の回答者を除く）

日　　　　本 371 5.7 21.0 42.0 31.3 100.0

スウェーデン 456 25,9 56.1 14.5 3.5 100.0

お金での対立 Ｎ よくある 時々ある たまにある 全くない 合計 就労別が検定

a.お金のことで意見が分かれる
日　　　　本 850 6.2 15.2 41.9 36.7 100.0

スウェーデン 651 6.6 23.3 34.5 35.6 100.0

b.お金のことで口げんかする
日　　　本 848 4.6 7.7 34.0 53.8 100.1

スウェーデン 653 4.9 11.5 28.9 54.2 100.0！

***く.001　**く.01　＊く.05

注）「お金の対立」の項目では，スウェーデン調査の選択肢の「いつもある」と「かなりよくある」の割合を合わせて「よ
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　このように，家事のやり方や分担についての妻の影響力はスウェーデンよりも日本の方が大き

いが，その事は妻の権力の大きさを意味しない。日本よりもスウェーデンの方が，夫の家事分担

比率は高く，夫が家事分担を拒否することも少なく，家事分担の対立状況において，妻の意見が

通る頻度が高く，家事分担の交渉過程での妻の明らかなパワーは大きい。家庭の円満のために対

立を回避させるように作用する潜在的パワーについては，スウェーデンよりも日本の方が強く働

いている。また日本では，妻の就労パターンによって家事分担の交渉過程での妻の明らかなパ

ワーに違いが見られ，「常勤」の方が「専業主婦」や「パート」よりも，夫の家事分担比率は高

く，夫の家事分担の拒否は少なく，家事分担の対立状況において，妻の意見が通る頻度が高く，

家事分担の交渉過程での妻の明らかなパワーは僅かながら大きい。

　家事分担の評価と不可視的パワー

　前述したように，日本では，妻が多くの家事を担っているが，こうした現状を肯定し，「夫が

もう少し家事をしてくれればいいと思う」ことも「全くない」と回答している妻が2割ほどいる

（表2）。コムターは，こうした現象を対立や不平等性を感じさせないように働く不可視的パワー

から解釈する。コムターは，不満が表明されない状況のもとで，いかに権力が作用しているかを

説明するために，グラムシのイデオロジカル・ヘゲモニー（ideological hegemony）の考え方

を導入する。「合意とは，支配者の価値・シンボル・信念・考えが被支配集団によって是認され

ること」（Komter 1989, p.191）を意味し，イデオロジカル・ヘゲモニーとはこうした合意が支

配者集団と服従者集団の開の緩慢な社会過程を通じて形成される状況である。人々は，ジェン

ダー・イデオロギーを内面化し，性別役割分業を自然で変更不可能なことのように認識し，不公

平な状況に置かれていても合理化のメカニズムが働き，現状を受け入れ，不満も感じない。これ

が不可視的な隠されたパワーであるという。家事分担で作用している不可視的パワーを，家事分

担での満足感，性別役割分業観，妻の家事分担の多い理由づけからみてみよう。

　家事分担に対する満足感の設問では，スウェーデン調査では，「どちらともいえない」という

選択肢が含まれているので，日本調査結果と正確に比較できないが，「どちらかといえば満足」

の回答が日本（61.4％）でもスウェーデン（42.5％）でも最も多い。就労別にみると，「専業主

婦」が一番満足感が高く，「とても満足」「どちらかといえば満足」を合わせると80.7％で，次

は「パート」で65.9％,「常勤」は3番目で52.1％となっている。なぜ，日本では妻が多くの家

事を担っているが，家事分担に満足している妻が多いのであろうか。なかでも家事分担をより多

く担っている「専業主婦」の満足感が高いのはなぜであろうか。

　家事分担の満足感は性別役割分業観（＝ジェンダー意識）と密接にかかわっている。前述した

ように「家事の最終責任が誰か」という設問で性別役割分業を肯定する割合は日本では多く，と

りわけ「専業主婦」で多い。「男性は女性と同じぐらい実際に家事や育児をすべきだ」という設

問に対しても「賛成」の割合は，「常勤」37.5％,「パート」19.7％,「専業主婦」13.7％で，「や

-
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や賛成」を含めると「常勤」では9割が性別役割分業観を否定しているが，「パート」では7割，

「専業主婦」では6割にとどまっている。妻の家事分担の多い理由づけをみると，「家事は妻がす

べきことなので，私か多い」の設問で「あてはまる」と回答した割合は「専業主婦」47.2％,

「パート」46.3％,「常勤」26.3％となっている。また「私の方が多くの時間かおる」の設問での

「あてはまる」の割合では「専業主婦」69.7％,「パート」43.0％,「常勤」14.7％である。専業主

婦では，家事分担の多い理由づけに，〈性別役割分業規範〉や〈時間的余裕〉が使われている。

　このように「専業主婦」では満足感が高く，変化への願望が低いのは，性別役割分業観を肯定

している人が多く，就労していないので時間的にも余裕があることが考えられる。一方「パー

ト」の妻では，就労していても専業主婦とあまり変わらないほどの多くの家事をこなしているが，

「常勤」の妻よりも満足している割合が多く，家事分担の変化の願望が強くない。それは，「パー

ト」の妻は，「常勤」の妻よりも性別役割分業規範を内面化し，現状を受け入れる傾向が強いか

らであろう。

　以上のように，家事分担をめぐる夫妻間の権力関係を，妻の就労形態の違いを考慮しながら，

日本とスウェーデンの比較分析してきた。家事のやり方や分担についての妻の影響力は，日本の

方がスウェーデンよりも大きいが，家事分担の交渉過程での妻の明らかなパワーは弱く，潜在的

パワーが多く作用している。また，日本では「どちらかといえば満足」と回答する割合が多い。

日本では，不可視的パワーによって，夫婦の平等な家事分担は困難なことと認識され，現状を受

容する妻が多くなるのであろう。

3.家計組織と夫婦の権力関係

　家計組織の実態

　家計のあり方は，カップルの関係性や個人が家庭生活にいかにかかわっているかを経済的側面

から示すものであり，家計と区別して「家計組織」と呼ばれている（御船1995）。家計組織を分

析することは，カップルの権力関係や個人の家庭生活へのかかわりをとえる一つの有力な方法で

ある。

　これまでは，家族あるいは世帯は一つの経済的単位とされ，家族の所得はまとめられ，家族内

で平等に配分される（家計の共同原則）と想定されてきた。しかし現実には，夫に相当な収入が

あっても，夫が家計をすべて管理・コントロールし，妻や子どもたちはひどい貧困状態で暮らし

ている場合など，所得が平等に使われるとは限らず，所得も個人のもとに留まっていることがあ

る（木村2000）。世帯内での女性の力や地位がその稼得能力と関連していることを示唆する研究

は多くあり，女性が稼いでいるほど，また，その所得の世帯所得に占める割合が高いほど，女性

が世帯内の意思決定に大きな影響力をもっている（Pahl 1989）。

　一方日本では，女性の経済的自立がなかなか進行しない一つの理由として，欧米と違って日本
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表５　家計組織（妻の回答）　　　　　　　　　　　　　　　（％）

一体型 手当型 共同管理型 拠出型 支出分担型 夫管理型 Ｎ 職業別χ-検定

日　　　　本

全　　　体 69.6 14.2 10.5 2.7 2.4 0.5 817

就労別 常　　勤

ﾉヽぐ－　ト

専業主婦

57.3

77.2

69.7

10.1

12.7

16.3

10.1

　6.0

11.9

9.0

2.6

1.0

13.5

　1.1

　0.3

0.0

0.4

0.8

89

268

386

#＊＊

スウェーデン

全　　　体 5.2 0.0 58.9 19.0 14.1 2.8 610

就労別 常　　勤

パート

2.7

6.0

0.0

0.0

58.7

61.7

20.2

17.5

16.3

11.5

2.0

3.3

252

183

では，妻が「財布の紐」を握っているからだと言われている。妻は，夫が稼いだ給料を，夫に承

諾をえることなく銀行から自由に引き出し，自分が稼いだお金の如く使い，夫に経済的に依存し

ている実感が薄いからだと解釈されている。また，日本では，女性の地位は低いが，「主婦権」

は強いといったことも指摘されている（Ueno 1987）。妻に家計管理の責任が委ねられているこ

とが，即，お金に関して妻が権力を握っていることにつながっているのだろうか。

　日本では，表５のように，夫妻の収入をすべて妻が管理し，その中から夫にお小遣いを渡す

〈一体型〉が大勢を占め，妻が「常勤」で働いている場合でも，6割近くもある。かなり差が開

いているが, 2番目に多いのが「毎月夫から渡される決まった額と，妻に収入があればその収入

を合わせて，妻が家計費として管理し，夫の収入の残りは夫が管理する」という〈手当型〉で

（14.2％）,「専業主婦」に幾分多い。次に「夫や妻の収入すべてを２人で管理し，各々が必要に

応じてその中から支払う」という〈共同管理型〉が多い（10.5％）。「収入の一部を出し合って家

計費用のお金にし，残りのお金は各々が自由に使う」という〈拠出型〉や「各々が自分の収入を

自分で管理し，家計費は必要に応じて２人で分担しあう」という〈支出分担型〉は，全体的には

2％ほどで少ないが，「常勤」の場合は１割ほどある。「夫妻の収入すべてを夫が管理し，その中

から妻が小遣いをもらう」という〈夫管理型〉は，きわめて少ない。

　スウェーデンでは，〈共同管理〉が過半数以上を占め，次が〈拠出型〉. 3番目が〈支出分担型〉

で，〈一体型〉は5％にすぎず，〈手当型〉はない。妻の就労パターンによる有意差は見られない。

　このようにスウェーデンでは，収入を出し合って共同で管理するか，各々が自分の収入を管理

することが多く，妻のみに家計管理の責任が負わされていることはきわめて稀である。一方，日

本では，〈一体型〉と〈手当型〉を合わせると83.8％にもなり，妻が家計を管理している場合が

匡趣l的け交い

　家計管理負担とお金の裁量権

　家計管理を任せられていることは，「食費などの日常生活費のやりくり」を引き受けることに

つながっている。表６のように，スウェーデンでは，こうした「日常生活費のやりくり」は夫と

妻が同じほど行なっていることが多いのに対し，日本では妻がほとんど行なっている。そのため，
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表６　家計管理の負担と決定権（妻の回答）　　　　　　　　　　　（％）

日常生活費のやりくり 高額品の購入の最終的決定お金の使い途の影響力 夫が自分だけで決める

常に妻十主に妻同じくらい常に妻十主に妻同じくらい 妻の方が大きい同じくらい あ　　る 全くない

日　　本

全　　　体 96.6 2.2 24.3 54.9 38.3 30,0 20.4 79.6

就労別常　動

ﾉヾ－ト

専業主婦

91,6

96.9

97.7

4.2

2.4

1.5

22.9

30.5

20.1

61.5

54.3

53.1

42.0

37.7

37.9

36､6

28.7

29.4

15.2

21.6

17.1

79.8

78.3

81.9

職業別χ'検定 水本 ＊＊

スウェーデン

全　　　体 30.4 58.9 5.7 85.0 9,0 80.9 32.5 67.5

就労別常　勤

ﾉヾ－ト

29.2

32.5

63.5

54.6

7.0

4.7

86.7

81.4

10.0

6.9

80.7

81.1

30.1

35.6

69.9

64.4

職業別が検定

***く､.001　**＜.01　＊く,05

表７　お金の運用のプロセスー妻と夫の回答　　　　　　　　　　　（％）

回　答　者
私の方がか

なり多い

私の方が

やや多い

同じく

らい

相手の方が

やや多い

相手の方が

かなり多い

合 十
妻夫別χ2検定

％ Ｎ

a.自分のために使えるお金の額は，ど

　ちらが多いか

日　　　本
妻 2.8 10.5 24,9 29.8 32.0 100.0 849

車庫＊
夫 36.1 35.6 20.5 5.5 2.3 100.0 857

スウェーデン
妻 22.3 64.8 12.9 100.0 650

夫 18.0 66.3 15.7 100.0 618

回　答　者 よくある
時々

ある

たまに

ある
全くない

合 十
妻夫別χ2検定

％ Ｎ

b.家族や子どものために5万円以上のお金を使

　う時,夫/妻に理由を説明しなければならない
日　　　本

妻 47.3 16.1 18.9 17.7 100.0 846
＊＊

夫 39.5 17.5 19.2 23.8 100.0 853

c.家族の生活費のために，自分のため

　に使うお金を切り詰める
日　　　本

妻 27.2 24.1 31.2 17.5 100.0 850
寒＊本

夫 12.7 17.4 39.6 30.3 100.0 858

d.文句言うのは面倒なので，自分でな

　んとかしてしまう
日　　　本

妻 13.1 13.4 28.8 44.7 100.0 846

夫 9.6 13.0 27.7 49.8 100.1 857

e.家族の円満のために，お金の使い途

　について黙っている

日　　　本
妻 7.7 11.7 31.5 49.2 100.0 848

＊＊＊
夫 16.0 17.1 31.0 35.9 100.0 855

スウェーデン
妻 3.1 12.3 17,6 66.0 100.0 653

夫 4.8 12.2 22,5 60.4 100.0 621

注）スウェーデン調査では，aの選択肢では，「私の方が多い」「同じくらい」「相手の方が多い」となっている。

　　また，eは「お金の使い途について黙っている」という設問で，選択肢の「いつもある」「かなりよくある」の割合合計

　　を「よくある」とした。

妻が家計を管理している場合が多い分，家計に関する決定権を妻がもっている場合も少なくない。

「高額品の購入の最終的な決定」での「常に妻」や「主に妻」の合計割合が，スウェーデンの

5.7％に比べて，日本24.3％と多い。「お金の使い途の影響力」でも，スウェーデンでは８割が

「同じくらい」と回答しているが，日本では「妻の方が大きい」が38.3％で，「同じぐらい」

（30.0％）を上回わっている。「家計に影響を及ぼすような重要な事柄をほとんど夫だけで決めて

しまう」という出来事が「全くない」割合は，スウェーデンでは67.5％であるが，日本は

79.6％と多い。

　このようなデータからみると，日本では妻に家計管理の責任が負わされ，妻に家計運用の権限
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表８　お金の運用のプロセスと妻の就労と収入との関連　　　　　　（妻の回答）

自分のために使うお金を切り詰め(％)５万円以上使う時,説明必要(％) 自分のために使えるお金の額（％）

よくある 時々ある よくある 時々ある 妻の方が多い 同じ 夫の方が多い

就　労　別 常　　勤

ﾉヾ－　ト

専業主婦

13.8

27.8

28.7

33.0

26.7

20.3

36.2

41.2

54.6

21.3

17.3

15.1

26.6

13.2

9.5

33.0

22.6

23.7

40.4

63.2

66.8

χ'検定 ＊＊ ＊＊ ＊＊寧

妻の収入とのピアソン相関係数r 0.1127" 0.2067･* －0.1904"*

***く.001　･･ ＜.01　＊く.05

があり，一見，妻が夫よりもお金について権力かおるように思われる。ところが，表７のように，

実際のお金の運用のプロセスを調べてみると，「自分のために使えるお金の額」では，夫の方が

「私の方がかなり多い」と回答している割合がかなり多い（夫35.6％,妻2.8％）。「家族や子ども

のために, 5万円以上のお金を使う時，その理由を夫や妻に説明しなければならない」と感じて

いる割合は，妻の方が多い。また，「生活費のために，自分のために使うお金を切り詰めている」

割合も妻の方が多い。妻は，家計管理を任せられ，家計運用について決定権や影響力をもってい

るか，一方で「日常生活費のやりくり」の責任を負い，生活費のために「自分のために使うお

金」を切り詰めているのである。妻のお金の裁量権（コントロール権）は生活費の範囲である。

妻は夫よりも「５万円以上のお金」を使うときには，説明しなければならず，夫の方が「自由に

使えるお金」は圧倒的に多い。つまり，日常生活費を離れたお金に関しては，夫の方がより裁量

権をもっている。

　就労別にみると，表８のように，「自分のために使うお金を切り詰め」をよく行なっているの

は，「専業主婦」や「パート」である。「５万円以上のお金」を使う時の説明では，「専業主婦」

が最も多く必要とされている。「自分のために使えるお金の額」が夫より多いのは，「常勤」であ

り，次が「パート」，「専業主婦」は一番少ない。妻の所得が低いほど，日常生活費を離れたお金

に対する裁量権は少ない。

　「自由に使えるお金」についてスウェーデンの妻と比較すると，スウェーデンでは「同じくら

い」が６割以上をしめ，「私の方が多い」と夫が回答している割合は18.0％にすぎない（日本

71.7％）。日常生活費を離れたお金に対する裁量権，すなわち明らかなパワーは実はスウェーデ

ンよりも日本の夫の方が大きいのである。

　お金での対立・現状評価・家計管理に対する意識

　次に，コムターの三つの権力の視点から，お金についての夫妻間の対立状況をみてみよう。表

４のように，お金については家事分担よりも明らかな対立と幾分なりやすく，頻度はそれほど多

くないが，お金のことで「意見が分かれる」経験を６割以上，「口げんか」の経験を４割以上が

している。しかし表７のように，対立が表面化しないように「家族の円満のために，お金の使い

途について黙っている」や「文句を言うのは面倒なので，自分で何とかしてしまう」という努力
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表９　家計管理分担の変更希望別，家計管理意識（妻の回答）　　　　　　　（％）

現　状　維　持　派 夫負担希望派 全　　　　　　　体

あては

まる

あてはま

らない
合計（Ｎ）

あては

まる

あてはま

らない
合計（N）

あては

まる

あてはま

らない
合計（Ｎ）

1.お金の管理は妻の義務 56.0 44.0 100.0(736) 33.3 66.7 100.0(60) 54.3 45.7 100.0(840)

2.お金の管理が好き 47.8 52.2 100.0(732) 26.6 73.3 99.9 (60) 46.1 53,9 100.0(835)

3.夫が管理に無頓着だから私かする 52.3 47.7 100.0(736) 73.7 26.3 100.0(61) 53.3 46.7 100.0(841)

4.誰かがしてくれるなら，お金の管理はしない37.9 62.1 100.0(734) 70.0 30.0 100.0(60) 39.9 60.1 100.0(837)

5.お金の管理は重荷 28.4 71.6 100.0(733) 61.7 38.3 100.0(60) 31.3 68.8 100.1(836)

注）現状維持派は家計管理分担について「現状のままでよい」と回答した者，夫負担希望派とは「相手（夫）の分を多くし

　　たい」と回答した者。

　　「全体」には，「自分（妻）の分を多くしたい」とする「妻負担希望派」が含まれる。

　　家計管理意識については，「あてはまる」と「ややあてはまる」の割合を合計したものを「あてはまる」，「あまりあて

　　はまらない」と「全くあてはまらない」の割合を合計したものを「あてはまらない」とした。

を５割以上の夫婦が行ない，対立を潜在化させている。すなわち，潜在的パワーが作用している。

　お金について意見の対立はあるが，現状を変えたいと思っている人は多くはない。「お金の管

理の分担」について「現状のままでよい」とする現状維持派が，ほとんどである（妻88.5％,夫

93.2％）。また「自由に使えるお金」でも「現状のままでよい」とする現状維持派の割合は妻

69.4％,夫73.4％と多い。家計組織タイプ別にみても，「お金の管理の分担」のあり方の現状維

持派の割合は，妻が家計管理をしている「一体型」（91.3％）や「手当型」（81.7％）でも多い。

　多くの妻は家計管理の責任を負い，生活費を離れたお金に対する裁量権は少ないにもかかわら

ず，なぜお金の管理の分担のおり方を変更したいと思う妻は少ないのであろうか。これには，妻

の家計管理に対する意識が深く関わっている（不可視的パワー）。

　表９のように，全体的にみて，「お金の管理が好き」という個人的な選好からお金の管理の責

任を積極的に担っている妻も過半数近くいるが，一方「お金の管理は妻の義務」や「夫はお金に

無頓着なので，私か管理している」という理由から担っている妻も過半数に達している。日本の

サラリーマン家庭では，家計管理は家事と同様に妻の任務とする性別役割イデオロギーが強く，

「夫はお金に無頓着」という認識もそこから生じやすく，不可視的パワーが作用している。家計

管理分担の変更希望の有無でみると，夫にもっと家計管理の責任を負って欲しいと願う変更希望

派の妻では，「夫はお金に無頓着」「誰かがしてくれるなら，私はお金の管理はしない」「お金の

管理を重荷」と思っている割合が多く，家計管理の負担がより意識化されている。一方，現状維

持派では，「お金の管理は妻の義務」というジェンダー規範がより内面化されている。

　以上のように，日本では多くの妻が家計管理の責任を負っているが，生活費の範囲では妻のコ

ントロール権は夫よりも大きいが，生活費を離れたお金に関してのコントロール権は夫の方がよ

り大きい。しかしながら，お金の管理の分担のあり方を変更したいという妻は少なく，不可視的

パワーが強く働き，「お金の管理は妻の義務」というジェンダー規範が内面化され，「夫はお金に

ルーズなので，妻がお金を管理しなければならない」という意識が形成されている。
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4.夫妻の権力関係と社会システム

　結婚内の夫婦の不平等な関係は全体社会の男女の不平等性に根ざしている事が多く，夫婦間の

権力の違いの背景を全体社会のシステムから分析する必要がある。ここでは，夫と妻の資源や夫

妻の間で用いられる「脅し」の有効性を全体社会と関連づけながら考察する。

　妻と夫の資源の比較

　夫婦の権力の不均衡について，資源論では，夫婦のうちの資源をより多くもつ者がより大きな

権力をもつと見なされる。資源とは，配偶者の一方が相手の要求を満足させ，目標に到達するこ

とを助ける手段として提供できる財と定義される（Blood＆Wolfe 1960）。したがって，資源は，

特定のものである必要はなく，相手が欲するものであれば，それは資源となる。お金だけでなく，

家事・育児・介護サービス，情緒的サポート，名声なども資源になる。

　経済的に夫にもっぱら依存している妻は，経済資源をもってはいないが，家事や育児さらに介

護サービス，情緒的サポートなどの資源を夫に提供している。家事能力がなく，身辺自立や精神

的自律ができていない夫にとって，妻の提供するこのような資源は貴重なものとなる。特に，長

時間勤務が日常化し，また精神的甘えの社会構造をもつ日本では，家事や育児さらに介護を妻に

任せ，母親のように妻に精神的に甘えている夫が多い。一方，夫が積極的に家事に関わることを

望まない妻もいる。その傾向は，常勤の妻よりも専業主婦やパートの妻により見られる。夫が家

事能力を身につけることは，妻の家事提供という資源の価値低下をもたらすからである。性別役

割分業体制によって，夫婦の相互依存関係は強められている。

　調査では，妻に対して「夫がいないと，経済的に困ると思う」か，夫には「妻がいないと，日

常生活の面で困ると思う」かを質問した。「全くその通り」と回答した割合（妻72.6％,夫

62.3％）が一番多く，次に多い「どちらかというとその通り」（妻20.0％,夫27.5％）をあわせ

ると9割にものぼる。こうした相手に対する依存度を妻の就労形態別にみると，「全くその通り」

と回答した割合は，「常勤」では妻37.5％,夫47.5％と最も依存度が低く，「パート」（妻75.3％,

夫62.2％）と「専業主婦」（妻80.5％,夫64.1％）ではあまり違わない。

　日本では，「結婚しても，女性も経済的に自立しなければならない」という規範は確立されて

いない。税金制度や社会保障制度など（サラリーマンの妻の年収が103万円以下の場合の配偶者

控除，年収130万円以下の場合の妻の年金支払い免除）,専業主婦を優遇する社会政策が取られ，

パートで働く妻の収入は低く抑えられている。パートの妻の夫への経済的依存の意識やジェン

ダー観は，専業主婦とあまり変わらない。また，パートの妻の場合，専業主婦と同じほど家事労

働を担っており，パートの妻をもつ夫の日常生活での妻への依存度は専業主婦の夫と変わらない。

　依存度を妻と夫で比較すると，妻が常勤の場合は，夫の妻への日常生活での依存度は，妻の夫
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への経済的依存度よりも高い。このことが，常勤の妻がパートの妻や専業主婦よりも，家事分担

や家計での夫との交渉においてより大きな権力をもつ背景要因となっている。

　しかしながら，経済資源と家事サービス資源を同等に重みつけることはできない。お金があれ

ば家事サービスは容易に入手が可能であり，経済資源の方が強力である。さらに，妻が夫と同等

ないしはそれ以上の収入を得ていても，平等な家事分担が行なわれていない場合が多い。それは，

すでに文化的文脈での資源論や複数決定論の立場から指摘されているように，全体社会の性秩序

やジェンダー規範が，家庭内の夫妻の権力関係に影響を及ぼしているからである。「家事は妻が

担うべきである」という規範や女性差別が強い社会においては，たとえ個別ケースで妻が夫より

の収入が多く，より多くの資源をもっていても，妻はより多くの家事分担を強いられる。また，

妻自身がそうしたジェンダー規範を内面化し，自分の責任として，自ら進んで担う場合も少なく

ないのである（Tichenor 1999）。

　離婚の脅し

　M.ウェーバーは，「権力とは，ある社会関係において，他者の意思に反して，自己の意思どお

りに従わせるチャンスをもつこと」と定義している。他者を制御して服従させ，自己の意思を貫

徹させるために，威嚇や制裁という手段が用いられる。ここでは，自分の意思に配偶者を従えさ

せるために，夫妻の間で用いられる「脅し」の有効匪について，検討してみよう。

　まずは「別れる」という脅しであるが，調査では，妻の37.4％,夫の16.1％がこの脅しを用

いた経験があり，妻の就労別での統計的有意差はみられない。スウェーデンでは，妻は32.7％,

夫は24.8％となっており，日本の方が妻はやや多く，夫は幾分少なくなっている。　日本でもス

ウェーデンでも，「別れる」という脅しは，夫よりも妻に多く用いられている。　スウェーデンで

は，離婚に一方が合意しなくても，6ヵ月間の再考慮期間を経たのちに離婚が成立し，離別後の

養育費の取り立て制度が整っているが，日本はかなり状況が違っている。　日本では，「別れる」

という脅しは，スウェーデンほど有効性をもった現実的な脅しとなっていない。

　日本での離婚に対する社会規範はかなり許容的になっている。今回の調査でも「夫婦関係がひ

どくこじれた場合は，離婚した方がよい」という意見に, 7割の妻が賛成している。スウェーデ

ンや欧米諸国にくらべてまだ低いが，離婚率も近年上昇している。ひと昔前に比べると，離婚は

日本でも容易になってきている。しかしながら，離婚法や経済的な面からみて，離婚に至る途に

はまだ多くのハードルかおる。

　日本では，夫婦がともに離婚に合意している場合には，離婚届を役所に提出するだけで離婚が

即座に成立する。しかし，相手が離婚に合意しない場合は法的に「別れる」ことは非常に難しい。

まず，家庭裁判所に離婚調停を申し立て，家庭裁判所の調停が不成立な場合にのみ，地方裁判所

に離婚訴訟を起こすことができる。日本の離婚法は有責主義であり，結婚生活を維持しがたいほ

どの非が結婚相手にないと，離婚は認められない。また日本では，両親が別居や離婚した後の親
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の養育責任を追及する制度が整っていない。離婚時に，養育費の支払いについて合意書がある場

合でも，支払われない場合が少なくない。離別母子世帯のうち，前夫からの養育費支払いがある

のは, 15％にすぎない。「常勤」での再就職口をようやく見つけても，賃金は低い。厚生省児童

家庭局発行（1995年）の『1993年度全国母子世帯等調査結果の概要』によると，母子世帯の平

均収入は，一般世帯の3分の1にすぎず，母子世帯の家計は苦しい。

　このように日本では，離婚には法的な面からも経済的な面からもハードルがあり，容易に別居

や離婚ができない状況にある。妻が夫に腹を立てて，「別れる」と口走っても，スウェーデンほ

どに現実的な脅しとならない場合が多い。特に，夫への経済依存度が高いパート就労の妻や専業

主婦の場合はそうである。

　身体的暴力の脅し

　次に，「夫からの身体的（暴力的）脅し」についてみてみよう。夫による妻への身体的暴力は，

女性支配の直接的手段として存在する。身体的暴力は，権力が不平等に配分されている社会にお

いて起こりやすい。夫からの1［回だけの身体的暴力でも，大きな恐怖心が妻に植え付けられる。

その後夫からの身体的暴力が行使されなくても，夫から言葉や身ぶりで，暴力を振るうことをほ

のめかされることだけで，その恐怖感・威圧感が蘇り，妻を萎縮させる。妻は，夫の顔色をうか

がい，怒らせないように自我を抑え，夫の意思や好みを無意識的あるいは意識的に優先するよう

になる。

　日本では，夫による妻への身体的暴力についての研究蓄積があまりない。　1970年代以降，家

庭の中の暴力として注目されてきたのは，思春期の子どもの親，主として母親への暴力である。

ようやく近年，夫から妻への暴力に光があてられ，その暴力の深刻さと広がりが明らかにされて

きている。本調査では，「夫からの身体的（暴力的）脅し」を経験した妻が，日本では10.6％で

ある（スウェーデンでは6.6％）。妻の就労パターンによる差はみられず，収入の高い妻も夫から

暴力による脅しを受けている。女性が個人的に経済力をつけても，個別的な夫妻関係に，全体社

会の男性よる暴力的女性支配の構造が陰を落としている。

　日本では，家庭内の出来事はプライベートなこととみなされ，家族の間の喧嘩や暴力に警察は

ほとんど介入しない。「親密な関係」であることによって，他の人間関係では犯罪として扱われ

る暴力が許されている。「夫・恋人からの暴力」調査研究会（1998）による報告によると，「妻を

殺さない限り刑事事件にはならない。半殺しはいいんだ」と言って，妻に暴力を繰り返す夫がい

る。　しかし，この夫の“暴言”は，真実をついている。 1995年度の警察庁の犯罪統計によると，

殺人事件の女性の被害者の約3割は夫によるものであるが，暴行傷害事件の検挙件数のうちの夫

から妻への犯行はわずか1％にすぎない。このことは，夫が妻に暴力をふるって払妻が命を落

とすまで，警察は放置していることを示唆している。

　夫の暴力行為に，離婚を決意する女性も少なくない。離婚調停の申し立て理由の3分の1は，
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夫による身体的暴力を揚げている。しかしながら，暴力を振るう夫と別れることは，単に経済的

理由からでなく，困難な場合が多い。夫は家から飛びだした妻の職場に嫌がらせの電話を繰り返

しかけるなど，夫は自分の支配から逃れようとする妻を執拗に追いかけ，妻を連れもどすために

さらに暴力を振う。　こうした夫の暴力は，〈家族のプライバシーの尊重〉の理念のもとで野放し

にされている。　結婚という制度が夫の暴力にパスポートを与えているわけである（Straus　＆

Gelles & Steinmetz 1980）。このようにして，夫の妻への身体的暴力およびその脅しは，離婚が

難しい状況と相まって，妻に対する究極的資源となっている。

5.結果と考察

　日本とスウェーデンの家事分担とお金をめぐる夫妻間の権力関係を，コムターのいう「隠され

た権力」という視点から交渉プロセスに焦点をあて，妻の就労形態の違いを考慮しながら，実証

的データをもとに比較検討してきた。

　スウェーデンでは，性別役割分規範は否定され，夫の家事分担比率は高く，家計の共同管理が

多く，家事分担やお金の運用の過程での夫婦の権力関係は日本に比べてより平等的である。

　一方日本では，性別役割分規範が強く支持され，政策的に性別役割分業体制がとられ，パート

就労の妻は専業主婦と同様に多くの家事を担っている。妻が常勤就労する家庭では，それ以外の

就労形態の家庭に比べて夫の家事分担率はやや高いが，平等な家事分担からはほど遠い。家事の

やり方や分担についての日本の妻の影響力は強いという調査結果が出ている。しかし，スウェー

デンに比べて日本では，家事分担で対立した時に妻の意見が通ることは少なく，家事分担の交渉

過程での妻の明らかなパワーは弱い。また，家事分担での対立が表面化させない潜在的パワーが

働き，家事分担のおり方を変えるために積極的に夫と話し合うことは少なく，妻は「夫に文句を

言うのも面倒」という心境から多くの家事をこなしている。　さらに日本では，「家事の最終責任

者は妻にある」という考え方が支配的で，こうしたジェンダー規範に基づく不可視的パワーが作

用し，家事分担での不平等，権力の不均衡かおるにもかかわらず，家事分担について「どちらか

といえば満足」と現状を受容する妻が多い。

　お金についても，日本では多くの妻が家計管理の責任を負い，生活費の範囲での妻の裁量権は

夫よりも大きく，一見，妻が夫よりもお金について権力をもっているように思われる。しかしな

がら，夫の方が生活費を離れた自由なお金の裁量権は大きく，自分のために使える自由なお金の

額は夫の方が妻よりも多い。特に専業主婦や収入が低い妻では，日常生活費を離れたお金に対す

る裁量権は少ない。自由なお金に関して夫の方がより多くの権力をもつ。一方，家計管理の責任

を負わされている妻は，生活費のために自分のために使うお金を切り詰めるなど不利な立場に置

かれている。　こうした権力の不均衡にもかかわらず，「お金の管理は妻の義務」や「夫はお金に

無頓着なので，私かお金を管理しなければならない」というジェンダー規範・意識による不可視
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的パワーが作用し，現状の家計管理の分担のあり方を受け入れている妻が多い。

　日本社会の性別役割分業体制によって，夫は妻の提供する家事サービス資源に依存し，妻は夫

の提供する経済的資源に依存するように，夫婦の相互依存関係は強められている。しかし，経済

的資源の方が金銭で容易に人手可能な家事サービス資源よりも強力である。妻が常勤で働く場合，

夫の妻への日常生活での依存度は，妻の夫への経済的依存度よりも高い。このことが，常勤の妻

はパートの妻や専業主婦よりも，家事分担や家計での夫との交渉においてより大きな権力をもつ

一因となっている。しかしながら，夫婦の権力関係は，夫と妻の資源の差異によってのみ決定さ

れるものではない。妻が常勤で働いている場合でもほとんどの家庭では，家事や家計管理の分担

は平等でなく，妻がより多くの負担を強いられている。夫婦間の不平等，権力の不均衡の状況は，

ジェンダー規範に基づく不可視的パワーの作用によって，受け入れられ維持されているのである。

　また，夫婦の権力関係は，全体社会の男性支配構造とも密接に関連している。日本でもまたス

ウェーデンでも，「別れる」という脅しは，夫よりも妻が多く用いている。離婚が容易に成立し，

離別後の養育費の取り立て制度が整っているスウェーデンでは，妻の「別れる」という脅しは有

効吐をもつが，日本では妻は法的にも経済的にも容易に離婚できない状況にあり，夫への現実的

な脅しとならない。一方，日本では，家庭内暴力が〈家族のプライバシーの尊重〉の理念のもと

で放置され，夫の妻への身体的暴力およびその脅しは，離婚が難しい状況と相まって，夫に妻よ

りも大きな権力を与える根拠となっている。

　以上の調査結果が示唆しているように，夫婦の権力関係の不均衡は，夫と妻の資源の差異に

よってのみ決定されるものではなく，ジェンダー規範に基づく不可視的パワーの作用や全体社会

の男性支配構造によって維持されている。夫婦の平等な権力関係を実現するためには，妻が夫と

同等あるいはそれ以上の資源を獲得するだけでは不十分であり，全体社会の男性支配構造やジェ

ンダー規範をいかに打ち崩していくかが重要な課題としてある。

付　記

　本論文に対し，「家庭生活と仕事に関する調査」結果のデータの使用を快諾し，貴重なアドバイス

をしていただいた日本・スウェーデン家族比較研究会のメンバーにお礼申し上げます。また，日本で

の研究調査を行なうにあたり，「スウェーデン調査」に関する情報を提供し，またデータの使用を快

諾いただいたヨーラン・アルネ，グリスティーン・ロマン両氏に深く感謝いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注

1）日本・スウェーデン家族比較研究会は，家族福祉政策が家族関係にどのように影響を与えているかを

　　　日本とスウェーデンで比較調査するために1995年に結成された。現在の研究会構成メンバーは，善積

　　　京子（研究代表者），石黒暢，斧出節子，釜野さおり，木村清美，木村泰子，高橋美恵子，塚ロレグラ

　　　ンド淑子，松田智子である。「家庭生活と仕事に関する調査」は，松田智子を代表者として，日本文部
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　　省の1998－1999年の科学研究費補助金（基盤研究（B）（1））の助成を受けた。なお，日本・ス

　　ウェーデン家族比較研究会の成り立ちや「スウェーデン調査」と研究会の関わりについては，日本・

　　スウェーデン家族比較研究会発行の『家庭生活と仕事に関する調査研究：第一次報告書』で詳しく記

　　述されている。

2）ただし，同じ「パート就労」といっても，日本とスウェーデンでは内容が異なる。「パート就労」は，

　　スウェーデンでは就労時間の短かい者を意味している。　しかし日本では，「正社員ではない」「時給労

　　働」という雇用形態から「パート就労」が捉えられ，就労時間の短さからは定義できない。
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